
９～１４ 消費税、酒税以外の間接税各表



項 目 平成５年１２月以降

揮 発 油 税 ４８，６００円

地方道路税 ５，２００円

計 ５３，８００円

９～１４ 消費税、酒税以外の間接税各表

統計表を見る方のために

１ 利用上の注意

この章は、平成１２年４月１日から平成１３年３月３１日までの、消費税、酒税以外の間接税の申告又は処理による課税

事績を掲げた。ただし、印紙税については平成１２会計年度内の現金納付に係る分を掲げた。

２ 消費税、酒税以外の間接税の概要

� 「９ たばこ税及びたばこ特別税」

たばこ税及たばこ特別税は、紙巻たばこ等の製造たばこに対して課税される。

たばこ税及たばこ特別税の税率は、次のとおりである。

（注）たばこ特別税は平成１０年１２月１日から施行

� 「１０ 揮発油税及び地方道路税」

揮発油税及び地方道路税は、揮発油に対して課税される。

揮発油税及び地方道路税の税率は、揮発油１�につき次の金額である。

� 「１１ 航空機燃料税」

航空機燃料税は、航空機に積み込まれる航空機燃料に対して課税される。

航空機燃料税の税率は、航空機燃料１�につき２６，０００円である（沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料につ
いては、１�につき１３，０００円）。

� 「１２ 石油ガス税」

石油ガス税は、自動車用の石油ガス容器に充てんされている石油ガスに対して課税される。

石油ガス税の税率は、課税石油ガス１�につき１７円５０銭である。
� 「１３ 印紙税」

印紙税は、流通取引に関連して作成される文書に対して課税される。

印紙税の税率は、次のとおりである（一般的な契約書、証書等のうち主なものについて掲げた。）。

イ 不動産の譲渡契約書、消費貸借契約書、運送契約書

契約金額により２００円～６０万円（契約金額１万円未満は非課税）

ロ 請負契約書

契約金額により２００円～６０万円（契約金額１万円未満は非課税）

ハ 約束手形、為替手形

手形金額により２００円～２０万円（手形金額１０万円未満は非課税）

ニ 株券、出資証券、社債券、受益証券

種 類 た ば こ 税 た ば こ 特 別 税

イ 喫煙用の製造たばこ
・第１種（紙巻たばこ）
・第２種（パイプたばこ）
・第３種（葉巻たばこ）
・第４種（刻みたばこ）

ロ かみ用の製造たばこ
ハ かぎ用の製造たばこ

１，０００本につき３，１２６円

ただし、平成１１年５月１日以降
は、１，０００本につき２，７１６円

１，０００本につき８２０円

ニ 紙巻たばこ旧３級品 １，０００本につき１，４８４円
ただし、平成１１年５月１日以降

は、１，０００本につき１，２８９円

１，０００本につき３８９円

９～１４ 消費税、酒税以外の間接税

－１４２－
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券面金額により２００円～２万円

ホ 預貯金証書、保険証券、信用状等

１通につき２００円

ヘ 配当金領収証、配当金振込通知書

１通につき２００円（配当金額３，０００円未満は非課税）

ト 売上代金に係る金銭、有価証券の受領書で営業に関するもの

受取金額により２００円～２０万円（受取金額３万円未満は非課税）

チ 預貯金通帳、信託通帳、保険料通帳

１冊１年につき２００円

リ 判取帳

１冊１年につき４，０００円

※ 租税特別措置法の一部改正により、平成９年４月１日以降、土地や建物の売却に伴って作成される「不動産

売買契約書」及び特定の建設工事等の請負に伴って作成される「請負契約書」について、印紙税の軽減措置が

講じられている。

	 「１４ 電源開発促進税」

電源開発促進税は、一般電気事業者の販売電気の電力量に対して課税される。

電源開発促進税の税率は、販売電気千kw時につき４４５円である。

（参 考）

「石 油 税」

石油税は、原油の採取場から移出する原油又はガス状炭化水素及び保税地域から引き取る原油、

石油製品並びにガス状炭化水素に対して課税される。

石油税の税率は、原油及び輸入石油製品は１�につき２，０４０円、輸入液化天然ガスは１ｔにつき
７２０円、その他のガスは１ｔにつき６７０円である。

９～１４ 消費税、酒税以外の間接税

－１４３－



９ たばこ税及びたばこ特別税

� 課 税 状 況

� 製 造 場 数

調査期間等：平成１２年４月１日から平成１３年３月３１日までの間の申告又は処理による課税事績である。

調査時点：平成１３年３月３１日

区 分 場 数

場

製
造
場

製 造 た ば こ 製 造 場 ３

原 料 事 務 所 ２

そ の 他 －

法 定 製 造 場 １２

合 計 １７

区 分 課 税 標 準 数 量 税 額

千本 千円

紙 巻 た ば こ ８，４１０，２２１ ２９，２７０，８９１

パ イ プ た ば こ １９６ ６９４

葉 巻 た ば こ １，２７４ ４，５０７

刻 み た ば こ ２０ ７５

か み 用 の 製 造 た ば こ － －

か ぎ 用 の 製 造 た ば こ － －

税 額 計 － ２９，２７６，１６８

手 持 品 課 税 額 － －

合 計 税 額 － ２９，２７６，１６８

控 除 税 額 － １９５，４３４

差 引 税 額 － ２９，０８０，７３４

税
額

加
算

過 少 申 告 － －

無 申 告 － －

課 税 人 員 － ８５

還 付 金 額 － １２２，７６１

納 期 限 延 長 税 額 － －

９ たばこ税及びたばこ特別税
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� 免 除 状 況

資料：たばこ税免除高集計表

調査期間等：平成１２年４月１日から平成１３年３月３１日までの間に免除の申請又は処理したものである。

（注）税関分は含まない。

区 分 未 納 税 輸 出 免 税 そ の 他 合 計

紙 巻 た ば こ 千本 千本 千本 千本
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本 則 税 率 ２１，４４０，２１４ ６，３３４ － ２１，４４６，５４８

暫 定 税 率 ３１２ － － ３１２

小 計 ２１，４４０，５２６ ６，３３４ － ２１，４４６，８６０

パ イ プ た ば こ １ － － １

葉 巻 た ば こ １５ － － １５

刻 み た ば こ － － － －

かみ用の製造たばこ － － － －

かぎ用の製造たばこ － － － －

合 計 ２１，４４０，５４２ ６，３３４ － ２１，４４６，８７５

人 員 ７２ １０２ － １７４

９ たばこ税及びたばこ特別税

人 人 人 人

－１４５－



１０ 揮発油税及び地方道路税

� 課 税 状 況

� 課税状況の累年比較

調査期間等：平成１２年４月１日から平成１３年３月３１日までの間の申告又は処理による課税

事績である。

（注）この表は、「�課税状況」を累年比較したものである。

区 分 数 量 税 額

� 千円

移 出 （ 引 取 ） 数 量 ２，４３０，９２２ －

欠 減 控 除 数 量 ３２，８１６ －

場 内 消 費 数 量 － －

用 途 外 使 用 等 数 量 － －

計 ２，３９８，１０６ １２９，０１８，０６３

控 除 税 額 － －

差 引 計 － １２９，０１８，０６３

加
算
税

過 少 申 告 － －

無 申 告 － －

合 計 － １２９，０１８，０６３

課 税 人 員 － ３６

還 付 金 額 － －

納 期 限 延 長 税 額 － ２０，４１６，２０４

年 度 移出数量 控除数量
場 内
消費数量

用途外使
用等数量

計
課税人員

数 量 税 額

� � � � � 千円 人

平成８年度 ２，１５５，８２３ ２９，１０３ － － ２，１２６，７２１ １１４，４１７，６０５ ５１

９ ２，０９９，１４３ ２８，３３７ － － ２，０７０，８０６ １１１，４０９，２３６ ４７

１０ ２，１７０，４９６ ２９，３０１ － － ２，１４１，１９５ １１５，１９６，３３６ ４９

１１ ２，３９９，１７２ ３２，３９０ ９８ － ２，３６６，８８０ １２７，３３８，２０７ ４５

１２ ２，４３０，９２２ ３２，８１６ － － ２，３９８，１０６ １２９，０１８，０６３ ３６

１０ 揮発油税及び地方道路税
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人

千円

千円

－１４６－



� 関 係 場 数

調査時点：平成１３年３月３１日

区 分 場 数

場

製

造

場

製 油 所 ３

天 然 揮 発 油 製 造 場 －

廃 油 再 製 工 場 －

そ の 他 ２

化
学
工
場

石

油

ガ ス 工 場 １

特定石油化学製品製造場 ２

そ の 他 １

未 納 税 蔵 置 場 １

特定石油化学製品 蔵 置 場 ４

免
税
揮
発
油
使
用
場

航 空 用 揮 ６

発 電 等 用 揮 －

ゴ ム 用 揮 ２

塗 料 用 揮 －

ノルマルパラフィン用揮 －

印 刷 用 イ ン キ 用 揮 ３

接 着 剤 用 揮 －

洗 浄 剤 用 揮 －

洗浄用又は離型用揮 －

特定石油化学製品 使 用 場 ７７

駐留軍等用免税使用場指定店舗 －

外国公館等用指定 給 油 所 ４

合 計 １０６

１０ 揮発油税及び地方道路税
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１１ 航 空 機 燃 料 税

� 課 税 状 況

� 関 係 場 数

調査期間等：平成１２年４月１日から平成１３年３月３１日までの間の申告又は処理による課税

事績である。

調査時点：平成１３年３月３１日

区 分 数 量 税 額

� 千円

積 込 数 量 及 び 税 額 ９８，１１０ ２，５５０，９６９

控 除 税 額 － ５４

差 引 計 － ２，５５０，９１５

加
算
税

過 少 申 告 － －

無 申 告 － －

重 － －

合 計 － ２，５５０，９１５

区 分 納 税 地 数

場

特 例 承 認 に 係 る も の ２２

そ
の
他

定期運送事業者に係るもの １０

そ の 他 の も の １４

合 計 ４６

１１ 航空機燃料税
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１２ 石 油 ガ ス 税

� 課 税 状 況

� 関 係 場 数

調査期間等：平成１２年４月１日から平成１３年３月３１日までの間の申告又は処理による課税

事績である。

調査時点：平成１３年３月３１日

区 分 重 量 税 額

ｔ 千円

移 出 （ 引 取 ） 重 量 ４１，４６２ ７２５，５６４

控 除 税 額 － ２２４

差 引 計 － ７２５，３４０

加
算
税

過 少 申 告 － －

無 申 告 － １４７

合 計 ４１，４６２ ７２５，４８６

課 税 人 員 １，７５９

還 付 金 額 －

納 期 限 延 長 税 額 ３，５６３

区 分 場 数

場

営 業 用 ス タ ン ド １１９

自 家 用 ス タ ン ド １６

着 脱 式 容 器 充 て ん 場 １０

そ の 他 －

合 計 １４５

免税課税
石油ガス
使 用 場

原 料 用 －

熱 源 用 －

１２ 石油ガス税



�
�
�


人

千円

千円
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１３ 印 紙 税

� 課 税 状 況

� 課税状況の累年比較

調査期間等：平成１２年４月１日から平成１３年３月３１日までの間の現金納付による印紙税の課税事績を示したものである。

（注） 印紙税は、原則として証書や通帳等に相当額の印紙をちょう付して納税することになっているが、株券、債券

等のように一時に多数の課税物件を作成する場合等においては、印紙ちょう付による手数を省くため納付の特例

として相当額を現金で納付することを認めている。この場合、�課税物件に政府の定める書式による表示をする
のを書式表示といい、�税印の押なつを受けることを税印押なつという。

（注）この表は、「�課税状況」を累年比較したものである。

区 分 税 額 納 税 人 員

千円 人

税 印 押 な つ（第９条関係） １，２７８ ５４

印紙税納付計器の使用によるもの（第１０条関係） ２６８，６３０ ３７２

書 式 表 示（第１１条関係） １，８３５，１７１ ３，０９３

預金通帳の一定時納付によるもの（第１２条関係） １，８４０，４６３ ３５

計 ３，９４５，５４２ ３，５５４

充 当 税 額 ６，５９８ －

差 引 計 ３，９３８，９４４ －

加 算 税

過 少 申 告 ２，４８４ －

無 申 告 ６６ －

重 － －

過 怠 税 ２７２，９２８ １，５４２

還 付 金 額 ２５，９０５ －

印 紙 税
納付計器

設 置 者 数 １１２

設 置 台 数 １４０

年 度 税印押なつ
印紙税納付計
器の使用によ
るもの

書 式 表 示
預金通帳の一
定時納付によ
るもの

合 計 納 税 人 員

千円 千円 千円 千円 千円 人

平成８年度 １，５９９ ２３５，１２２ １，４０４，０３１ １，７６２，３１４ ３，４０３，０６６ ３，５６７

９ ３，１１３ ２３２，１０５ １，５４２，０７０ １，８０１，０３８ ３，５７８，３２６ ３，４０６

１０ ２，６２０ ２７２，７６６ １，６０７，２１７ １，８１９，５１３ ３，７０２，１１６ ３，６２５

１１ １，５０８ ２７６，８５０ １，６７４，８５２ １，８３５，６２３ ３，７８８，８３３ ３，５１８

１２ １，２７８ ２６８，６３０ １，８３５，１７１ １，８４０，４６３ ３，９４５，５４２ ３，５５４

１３ 印 紙 税
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人

台

－１５０－



１４ 電 源 開 発 促 進 税

� 課 税 状 況

調査期間等：平成１２年４月１日から平成１３年３月３１日までの間の申告又は処理による課税

事績である。

区 分 数 量 税 額

千 kＷ時 千円

販
売
電
気
の
電
力
量

従量料金制の供給販売電気 ２５，４９４，３９４ －

定額料金制の供給販売電気 １６４，７０２ －

計量自家使用販売電気 ８１，７８６ －

推計自家使用販売電気 １７，６１６ －

計 ２５，７５８，５００ １１，４６２，５３２

加

算

税

過 少 申 告 － －

無 申 告 － －

重 － －

合 計 － １１，４６２，５３２

課 税 人 員 １２

１４ 電源開発促進税
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